
別表第１（第２条関係）

（その２）

第１号訪問事業　サービスコード表

Ａ２　訪問型サービス（独自）サービスコード表（現行相当：平成２７年４月１日以降に介護予防訪問介護の指定を受けた事業所）

種類 項目

Ａ２ １１１１訪問型独自サービスⅠ １，１７２

Ａ２ １１１４訪問型独自サービスⅠ・同一 １，０５５

Ａ２ ２１１１訪問型独自サービスⅠ日割 ３９

Ａ２ ２１１４訪問型独自サービスⅠ日割・同一 ３５

Ａ２ １２１１訪問型独自サービスⅡ ２，３４２

Ａ２ １２１４訪問型独自サービスⅡ・同一 ２，１０８

Ａ２ ２２１１訪問型独自サービスⅡ日割 ７７

Ａ２ ２２１４訪問型独自サービスⅡ日割・同一 ６９

Ａ２ １３２１訪問型独自サービスⅢ ３，７１５

Ａ２ １３２４訪問型独自サービスⅢ・同一 ３，３４４

Ａ２ ２３２１訪問型独自サービスⅢ日割 １２２

Ａ２ ２３２４訪問型独自サービスⅢ日割・同一 １１０

Ａ２ ２４１１訪問型独自サービスⅣ ２６７

Ａ２ ２４１４訪問型独自サービスⅣ・同一 ２４０

Ａ２ ２５１１訪問型独自サービスＶ ２７１

Ａ２ ２５１４訪問型独自サービスⅤ・同一 ２４４

Ａ２ ２６２１訪問型独自サービスⅥ ２８６

Ａ２ ２６２４訪問型独自サービスⅥ・同一 ２５７

Ａ２ １４１１訪問型独自短時間サービス １６６

Ａ２ １４１４訪問型独自短時間サービス・同一 １４９

Ａ２ ８０００訪問型独自サービス特別地域加算 １月につき

Ａ２ ８００１訪問型独自サービス特別地域加算日割 １日につき

Ａ２ ８００２訪問型独自サービス特別地域加算回数 １回につき

Ａ２ ８１００訪問型独自サービス小規模事業所加算 １月につき

Ａ２ ８１０１訪問型独自サービス小規模事業所加算日割 １日につき

Ａ２ ８１０２訪問型独自サービス小規模事業所加算回数 １回につき

Ａ２ ８１１０訪問型独自サービス中山間地域等提供加算 １月につき

Ａ２ ８１１１訪問型独自サービス中山間地域等加算日割 １日につき

Ａ２ ８１１２訪問型独自サービス中山間地域等加算回数 １回につき

Ａ２ ４００１訪問型独自サービス初回加算 ２００

Ａ２ ４００３訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ １００

Ａ２ ４００２訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ ２００

Ａ２ ６２６９訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ

Ａ２ ６２７０訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ

Ａ２ ６２７１訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ

Ａ２ ６２７３訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ

Ａ２ ６２７５訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ

Ａ２ ６２７８訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ

Ａ２ ６２７９訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ

サービスコード
サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位

イ 訪問型
サービス費
（独自）
（Ⅰ）

事業対象者・要支援
１・２（週１回程
度）
　　１，１７２単位

１月につき
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行
う場合　×９０％

事業対象者・要支援
１・２（週１回程
度）
　　　　　３９単位

１日につき
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行
う場合　×９０％

ロ 訪問型
サービス費
（独自）
（Ⅱ）

事業対象者・要支援
１・２（週２回程
度）
　　２，３４２単位

１月につき
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行
う場合　×９０％

事業対象者・要支援
１・２（週２回程
度）
　　　　　７７単位

１日につき
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行
う場合　×９０％

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行
う場合　×９０％

ヘ 訪問型
サービス費
（独自）
（Ⅵ）

ハ 訪問型
サービス費
（独自）
（Ⅲ）

事業対象者・要支援
２（週２回を超える
程度）
　　３，７１５単位

１月につき
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行
う場合　×９０％

事業対象者・要支援
２（週２回を超える
程度）
　　　　１２２単位

１日につき
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行
う場合　×９０％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の　１５％　加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の　１５％　加算

ニ 訪問型
サービス費
（独自）
（Ⅳ）

事業対象者・要支援
１・２（週１回程
度）
　　　　２６７単位
※１月の中で全部で
４回まで

１回につき

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行
う場合　×９０％

ホ 訪問型
サービス費
（独自）
（Ｖ）

事業対象者・要支援
１・２（週２回程
度）
　　　　２７１単位
※１月の中で全部で
５回から８回まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の　　５％　加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の　　５％　加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の　　５％　加算

事業対象者・要支援
２（週２回を超える
程度）
　　　　２８６単位
※１月の中で全部で
９回から１２回まで

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行
う場合　×９０％

ト 訪問型
サービス費
（独自）
（短時間
サービス）

事業対象者・要支援
１・２（２０分未
満）
　　　　１６６単位
※１月につき２２回
まで

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行
う場合　×９０％

　 特別地域加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の　１５％　加算

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　　　所定単位数の　１３７／１０００　加算

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）　　　所定単位数の　１００／１０００　加算

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）　　　所定単位数の　　５５／１０００　加算

（４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ）　　（３）で算定した単位数の　９０％　加算

（５）介護職員処遇改善加算（Ⅴ）　　（３）で算定した単位数の　８０％　加算

　 中山間地域等における小規模事
業所加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の　１０％　加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の　１０％　加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の　１０％　加算

　 中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算

ル　介護職員等特定処遇改善加算
（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 　　所定単位数の　６３／１０００　加算

（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 　　所定単位数の　４２／１０００　加算

チ 初回加算 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００単位加算

１月につき

リ 生活機能向上連携加算
（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　１００単位加算

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　２００単位加算

ヌ 介護職員処遇改善加算


